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令和２年 12 月 24 日 

厚生労働省老健局介護保険計画課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 介護保険計画課 
 

今回の内容 

 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の 

公布について 

計 70 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 2164, 2260） 
FAX : 03-3503-2167 

 



府子本第１１４９号 

健発１２２４第１号 

子発１２２４第２号 

障発１２２４第２号 

老発１２２４第４号 

保発１２２４第６号 

令和２年 12 月 24 日 

 

 

 都 道 府 県 知 事 

 指 定 都 市 市 長 

 中 核 市 市 長 

児童相談所設置市市長 

 地方厚生（支）局長    

 全国健康保険協会理事長 

 健康保険組合理事長 

 健康保険組合連合会長 

    

内閣府子ども・子育て本部統括官 

厚生労働省健康局長 

厚生労働省子ども家庭局長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長  

   厚生労働省老健局長 

厚生労働省保険局長 

（ 公 印 省 略 ） 

  
 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について（通知） 

 

 

 健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第 381号。以下「改正政令」

という。）が本日公布され、令和３年１月１日から施行されるところである。 

改正政令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村（特別区

を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用

に遺漏なきようお願いする。 

 

記 

 

  

殿 



第１ 改正の趣旨 

 １．低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除について 

  令和２年度税制改正において、個人が令和２年７月１日から令和４年 12月 31日ま

での間に低未利用地の譲渡をした場合には、税法上の特別控除として、低未利用土地

等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から 100万円を控除することができることとされ

た。これに伴い、長期譲渡所得に関する特別控除を定める健康保険法施行令（大正 15

年勅令第 243号）等の規定について所要の見直しを行うもの。 

 

 ２．個人所得課税の見直しについて 

  平成 30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金等控除について 10万円引

き下げるとともに、基礎控除を 10万円引き上げることとされた。これに伴い意図せ

ざる影響や不利益が生じないよう、児童福祉法施行令（昭和 23年政令第 74号）等の

規定について所要の見直しを行うもの。 

 

 ３．みなし寡婦（夫）適用の見直しについて 

  令和２年度税制改正において、未婚のひとり親を対象とした控除が創設されること

に伴い、児童福祉法施行令等で講じた未婚のひとり親のみなし寡婦（夫）適用に係る

規定について、所要の見直しを行うもの。 

 

第２ 改正の内容 

１．健康保険法施行令の一部改正 

高額療養費算定基準額について、低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得に係る                 

特別控除適用後の金額とする。 

 

２．船員保険法施行令（昭和28年政令第240号）の一部改正 

高額療養費算定基準額について、１．に準じた改正を行う。 

 

３．国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）の一部改正 

一部負担金に係る所得の額について、１．に準じた改正を行う。 

 

４．高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成19年政令第318号）の一部改正 

一部負担金に係る所得の額について、１．に準じた改正を行う。 

 

５．児童福祉法施行令の一部改正 

（１）小児慢性特定疾病医療支援等に係る負担上限月額の算定方法について、未婚の

ひとり親へのみなし適用に係る規定を削除する。 

（２）小児慢性特定疾病医療支援等に係る負担上限月額の算定における給与所得を有

する者の合計所得金額の算定に当たっては、給与所得の金額から10万円を控除す

る。 

 



６．児童扶養手当法施行令（昭和36年政令第405号）の一部改正 

（１）児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額について、１．に準じた改正 

を行う。 

（２）児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、５．

（１）に準じた改正を行う。 

 

７．母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和39年政令第224号）の一部改正 

  母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金等につい

て、５．（１）に準じた改正を行う。 

 

８．児童手当法施行令（昭和46年政令第281号）の一部改正 

（１）児童手当の支給に係る所得の額の計算方法について、給与所得又は公的年金 

等に係る所得を有する受給資格者の総所得金額の計算に当たり、給与所得の金額

及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除することとする。 

（２）児童手当の支給に係る所得の額について、１．に準じた改正を行う。 

（３）児童手当の支給に係る所得の額の計算方法について、５．（１）に準じた改正

を行う。 

 

９．特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号）の一部改

  正 

（１）特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額について、１．に準じた 

改正を行う。 

（２）特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、５．

（１）に準じた改正を行う。 

 

10．介護保険法施行令（平成10年政令第412号）の一部改正 

（１）居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定における給与所得又は公的 

年金等に係る所得を有する第一号被保険者の合計所得金額の計算について、８．

（１）に準じた改正を行う。 

（２）居宅介護サービス費等の額に係る所得の額及び高額医療合算介護サービス費に

ついて、１．に準じた改正を行う。 

 

11．健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正 

（１）居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定における給与所得又は公的年

金等に係る所得を有する第一号被保険者の合計所得金額の計算について、８．

（１）に準じた改正を行う。 

（２）居宅介護サービス費等の額に係る所得の額及び高額医療合算介護サービス費に

ついて、１．に準じた改正を行う。 

 



12．障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政

令第10号）の一部改正 

（１）指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額、指定障害福祉サービス等及び基

  準該当障害福祉サービスに係る負担上限月額、指定自立支援医療に係る負担上限

  月額、指定療養介護医療等に係る負担上限月額並びに補装具費に係る負担上限月

  額の算定方法について、５．（１）に準じた改正を行う。 

（２）指定自立支援医療及び指定療養介護医療等に係る負担上限月額の算定における

給与所得を有する者の合計所得金額の算定について、５．（２）に準じた改正を

行う。 

 

13．子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）の一部改正 

子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付について、５．

（１）に準じた改正を行う。 

 

14．難病の患者に対する医療等に関する法律施行令（平成26年政令第358号）の一部改

  正 

（１）指定特定医療に係る負担上限月額の算定方法について、５．（１）に準じた改

正を行う。 

（２）指定特定医療に係る負担上限月額の算定における給与所得を有する者の合計所

得金額の算定について、５．（２）に準じた改正を行う。 

 

第３ 施行期日等 

１．改正政令は、令和３年１月１日から施行する。 

２．改正政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとする。 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
三
百
八
十
一
号

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
十
五
条
第
二
項
並
び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
一
条
の

五
の
四
第
三
項
、
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十

第
二
項
第
一
号
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加

え
る
。

一

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
二
条
第
三
項
第
六
号

二

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
九
条
第
三
項
第
六
号

三

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号

四

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
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第
三
十
一
条
の
九
第
二
項
の
表
第
二
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
三
項
第
一
号

母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付

金

父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付

金

第
三
十
一
条

第
三
十
一
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
三
十
一
条

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若

し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と

あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た

場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に

よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死

別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る

も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読

み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る

者
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
」
の
下
に
「
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、」を
加
え
、「
）
を
い
い
、
当
該
額
」
を
「
と
す
る
。）を
い
い
、
当
該
合
計
所
得

金
額
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
六
号
及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
へ
中
「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ

中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政

令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い

も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項

第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な

い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し

て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ

れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
中
「
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
」
の
下
に
「
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の

控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も

の
と
し
、」を
加
え
、「
）
を
い
い
、
そ
の
額
」
を
「
と
す
る
。）を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
四
号
中
「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く

は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り

当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中「
妻
と
死
別
し
、

若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」

と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え

た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
」
を
削

る
。第

二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
中
「
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
」
の
下
に
「
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の

控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も

の
と
し
、」を
加
え
、「
）
を
い
い
、
そ
の
額
」
を
「
と
す
る
。）を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
」
に
改
め
る
。

（
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
四
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た

者
（
母
を
除
く
。）
二
十
七
万
円

第
四
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控
除
を
受

け
た
者
（
母
及
び
父
を
除
く
。）
三
十
五
万
円

（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
三
項
第
一
号
中
「
、
法
」
を
「
及
び
法
」
に
改
め
、「
及
び
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な

い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し

て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ

れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
」
を
削
り
、「
お
い
て
同
法
」
を
「
お
い
て
地
方
税
法
」
に
改
め
る
。

（
児
童
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
総
所
得
金
額
」
の
下
に「（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同
法

第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
十

万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）と
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

計
算
し
た
金
額
と
を
合
算
し
た
額
を
当
該
給
与
所
得
の
金
額
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雑
所
得
の
金
額
の
合
計

額
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。）」
を
加
え
、「
山
林
所
得
金
額
、
同
法
」
を
「
山
林
所
得
金
額
、
地
方
税
法
」
に

改
め
、「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
三
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

三

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者

二
十
七
万
円

第
三
条
第
二
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者

三
十
五
万
円

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け

た
者
に
つ
い
て
は
、
二
十
七
万
円

第
五
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控
除
を

受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
三
十
五
万
円

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）（
」
を
「
当
該
合

計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
及
び
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当
該
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金

額
及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得

た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、」に
改
め
、「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」

の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
、「
あ
る
場
合
」
の
下
に「（
第
四
項
第
一
号
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項
第

六
号
イ
に
お
い
て
「
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
と
す
る
。

以
下
同
じ
。）と
」
を
「
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
五
項
並
び
に
第
二

十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」

の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中「（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）」を

削
り
、「
合
計
所
得
金
額
」
の
下
に「（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を

い
い
、当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の

三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し

て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別

控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額

と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
七
項
第
一
号
、
次
条
第
七
項
、
第
二
十
九

条
の
二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
七
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、

第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）」

を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ヘ
中
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」

を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
合
計
所
得
金
額
」
の
下
に「（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号

に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計

所
得
金
額
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金

額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
次
号
イ
及
び
第
八
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、

第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
及
び
第
九
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）

第
二
十
三
条

第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
二
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。）に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
の
令
和
三
年
度
に
お
け
る
保

険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
三
十
八
条
第
一
項（
第
六
号
イ
、第
七
号
イ
及
び
第
八
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
及
び
第
九
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
」
と
あ
る
の
は
、「
合
計
所
得

金
額
を
い
い
、
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す

る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金

額
及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て

得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
」
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中
「
令
和
二
年
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
三
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
中
「
令
和
二
年
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
四
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）（
」
を
「
当
該
合

計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
及
び

当
該
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金

額
及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得

た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、」に
改
め
、「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」

の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
、「
あ
る
場
合
」
の
下
に「（
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
租
税
特
別
措
置

法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）と
」
を
「
と
し
、
当
該

合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中「（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）」を
削
り
、「
合
計
所
得
金
額
」
の
下
に「（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号

に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所

得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額（
租

税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の

金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、

租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
第
二
項
に
規
定
す
る
特

別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
七
項
第
一

号
及
び
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ヘ
中
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」

を
加
え
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
四
号
及
び
第
十
九
条
第
二
号
ニ
中
「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と

死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め

る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と

読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中

「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令

で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も

の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
る
者
」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
第
三
号
中
「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫

と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を

「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同

法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
当
該

市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若

し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と

あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た

場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
」を
削
り
、

同
条
第
四
号
中
「
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
」
の
下
に
「
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得

を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、零
と
す
る
。）

に
よ
る
も
の
と
し
、」を
加
え
、「
）
を
い
い
、
そ
の
額
」
を
「
と
す
る
。）を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
」に
改
め
る
。
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第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、

若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」

と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え

た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定

に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と

死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め

る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と

読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る

者
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
」
の
下
に
「
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租

税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の

金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、」

を
加
え
、「
）
を
い
い
、
そ
の
額
」
を
「
と
す
る
。）を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
三
第
二
号
中
「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く

は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り

当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中「
妻
と
死
別
し
、

若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」

と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え

た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
」
を
削

る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
五
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
条
例
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
」
に
改
め
、
イ
及
び
ロ
を
削
る
。

（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く

は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り

当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中「
妻
と
死
別
し
、

若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」

と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え

た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
」
を
削

り
、
同
項
第
五
号
中
「
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
」
の
下
に
「
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与

所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措

置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と

す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、」を
加
え
、「
）
を
い
い
、
当
該
額
」
を
「
と
す
る
。）を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
」
に

改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
中
介
護
保
険
法
施
行
令
附
則
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三
項（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
令

和
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
四
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に

同
令
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
（
同
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
基
準

日
（
同
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
令
第
四
十
三
条
の
二

第
二
項（
同
令
第
四
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額（
同

令
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
（
同
令
第
四
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
同
令
第
四

十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護

合
算
算
定
基
準
額
を
含
む
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
高
額

療
養
費
算
定
基
準
額
及
び
基
準
日
の
属
す
る
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基

準
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
令
第
九
条
第
三
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の

規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
令
和
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
船
員
保
険
法
施
行
令
第
八
条
第
三
項
か
ら
第

五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に
同
令
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
基
準
日
」と
い
う
。）

の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
令
第
十
一
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
（
同
令

第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
含
む
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同

年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
及
び
基
準
日
の
属
す
る
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お

け
る
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
令
和
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
国
民
健

康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
額
の
算
定
、

療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項

ま
で
及
び
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
、
同
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令

第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準

日
」
と
い
う
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及

び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
並
び
に
令
和
三
年
度
以
後
の

年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
同
年
七
月
以
前

の
場
合
に
お
け
る
当
該
所
得
の
額
の
算
定
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
高
額
療
養
費
算

定
基
準
額
、
基
準
日
の
属
す
る
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
令

和
二
年
度
以
前
の
年
度
分
の
当
該
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
一
項
（
第
一
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
令
和
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け

る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

に
よ
る
所
得
の
額
の
算
定
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
施
行
令
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
、
同
令
第
十
四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
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こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
並
び
に
令
和
三
年
度
以
後
の
年
度
分

の
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場

合
に
お
け
る
当
該
所
得
の
額
の
算
定
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基

準
額
、
基
準
日
の
属
す
る
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
令
和
二
年
度
以
前
の

年
度
分
の
当
該
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
四
条
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
五
条
の
二
（
第
二
号
ヘ
に
係
る
部
分

に
限
る
。）、
第
二
十
五
条
の
十
三
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
七
条
の
二
（
第
四
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。）及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
支
援
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。）が
行
わ
れ
た
月
が
令
和
三
年
七
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児

慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
障
害
児
通
所
支
援
（
同
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支

援
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
行
わ
れ
た
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
の
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
及
び
障
害
児
入
所
支
援
（
同
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
支
援

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
行
わ
れ
た
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第

一
項
の
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
が
行
わ
れ
た
月
が
同
年
六

月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
障
害
児
通
所
支
援
が
行
わ
れ
た
月
が
同
月
以

前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
及
び
障
害
児
入
所
支
援
が
行
わ
れ
た
月
が
同
月
以
前
の
場
合

に
お
け
る
当
該
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
、
令
和
二
年
以
後
の
年

の
所
得
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
の
制
限
及
び
児
童
扶
養
手
当
に
相
当
す
る
金
額
の
返
還
に
つ
い
て
適
用
し
、

令
和
元
年
以
前
の
年
の
所
得
に
よ
る
当
該
支
給
の
制
限
及
び
返
還
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
新

令
」
と
い
う
。）第
二
十
八
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
三
十
一
条
の
九
第
二
項
の
規
定
は
、

令
和
三
年
八
月
以
後
の
月
分
の
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
母
子

家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
及
び
新
令
第
三
十
一
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
母
子
及
び

父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給

並
び
に
同
月
以
後
に
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
八
条
第
一
項
の
養
成
機
関
に
お
け
る
課
程

を
修
了
し
た
者
に
対
す
る
同
令
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
及
び

同
令
第
三
十
一
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
年
七
月
以
前
の
月
分
の
当
該
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
及
び
当
該
父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促

進
給
付
金
の
支
給
並
び
に
同
月
以
前
に
当
該
養
成
機
関
に
お
け
る
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
す
る
当
該
母
子
家
庭
高

等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
及
び
当
該
父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
児
童
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
手
当
法
施
行
令
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
以
後
の
年
の
所
得
に

よ
る
児
童
手
当
の
支
給
の
制
限
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
元
年
以
前
の
年
の
所
得
に
よ
る
当
該
支
給
の
制
限
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
（
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
特
別
児
童
扶
養
手

当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
附
則
第
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
は
、
令
和
二
年
以
後
の
年
の
所
得
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
及

び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
福
祉
手
当
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
」
と
い
う
。）の
支
給
の
制
限
並
び
に
特
別
児

童
扶
養
手
当
等
に
相
当
す
る
金
額
の
返
還
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
元
年
以
前
の
年
の
所
得
に
よ
る
当
該
支
給
の
制

限
及
び
返
還
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
（
第
三
号
ヘ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
三
十

八
条
第
一
項
（
第
六
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
及
び
同
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
予
防
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介
護
給
付
等
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）が
行
わ

れ
た
月
が
令
和
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
保
険
給
付
、
要
介
護
被
保
険
者
等
（
同
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す

る
要
介
護
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
受
け
る
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
た
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お

け
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
高
額
医
療
合
算

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
及
び
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
」
と
い
う
。）並
び
に
令
和
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
介
護
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用

し
、
介
護
給
付
等
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
給
付
、
要
介
護

被
保
険
者
等
が
受
け
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
が
行
わ
れ
た
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け

る
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
並
び
に
令
和
二
年
度
以
前
の
年
度
分
の
当
該
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
介

護
保
険
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

並
び
に
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
（
第
三
号
ヘ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
同
法
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保

険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。）第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付

に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
た
月
が
令

和
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
保
険
給
付
並
び
に
要
介
護
被
保
険
者
（
旧
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
受
け
る
旧
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二

条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
」と
い
う
。）

が
行
わ
れ
た
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
及
び

高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
」と
い
う
。）

に
つ
い
て
適
用
し
、
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
た
月
が
同
年
七
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
給

付
及
び
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
行
わ
れ
た
月
が
同
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
十
三
条

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
十
七
条
（
第
四
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。）、
第
十
九
条
（
第
二
号
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
十
五
条
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。）、
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
四
十
三
条
の
三
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
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支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
自
立
支
援
医
療（
同
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
医
療
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
補
装
具
の
購
入
、
借
受
け
又
は
修
理
（
同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
補
装
具
の

購
入
、
借
受
け
又
は
修
理
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
指
定
療
養
介
護
医
療
等
（
新
障
害
者
総
合

支
援
法
施
行
令
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
定
療
養
介
護
医
療
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）が
行
わ
れ
た
月
が
令
和
三
年
七
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
自
立
支
援
給
付
に

つ
い
て
適
用
し
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
自
立
支
援
医
療
、
補
装
具
の
購
入
、
借
受
け
又
は
修
理
及
び
指
定
療
養
介

護
医
療
等
が
行
わ
れ
た
月
が
同
年
六
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
自
立
支
援
給
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
十
五
条
の
三
第
二
項
（
第
一
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
、
同
法
第
三
十
条

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
例
保
育
並
び
に
同
法
第
三
十

条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
等
」
と

い
う
。）が
行
わ
れ
た
月
が
令
和
三
年
九
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
施
設
型
給
付
費
の
支
給
、
特

例
施
設
型
給
付
費
の
支
給
、
地
域
型
保
育
給
付
費
の
支
給
及
び
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
の
支
給
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
施
設
型
給
付
費
等
の
支
給
」
と
い
う
。）並
び
に
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
並
び
に
同
月
以
後
の

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
施
設
型
給
付
費
等
負
担
対
象
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
施
設
型
給
付
費
等
負
担
対
象
額
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
特
定
教
育
・
保
育
等
が
行
わ
れ
た
月
が

同
年
八
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
施
設
型
給
付
費
等
の
支
給
及
び
当
該
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
並

び
に
同
月
以
前
の
当
該
施
設
型
給
付
費
等
負
担
対
象
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一

項
（
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
指
定
特
定
医
療
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
医
療
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
行
わ
れ
た
月
が
令
和
三
年
七
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療

費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
指
定
特
定
医
療
が
行
わ
れ
た
月
が
同
年
六
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
医
療

費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久
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○

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
四
十
二
条

（
略
）

第
四
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
四
十
一
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

３

第
四
十
一
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
全
て
が
療
養
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る

六

被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
全
て
が
療
養
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る

年
度
（
療
養
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

年
度
（
療
養
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に

前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に

よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て

よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額

同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額

及
び
山
林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号

及
び
山
林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号

）
第
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
同
法
第

）
第
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
同
法
第

三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い

三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
四
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

て
は
、
同
条
第
四
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
万
円
」
と
し
て
同
項
の
規
定

各
号
に
定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
万
円
」
と
し
て
同
項
の
規
定

を
適
用
し
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
と
し
、
総
所
得
金
額
に
同
法
第
二
十

を
適
用
し
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
と
し
、
総
所
得
金
額
に
同
法
第
二
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し

、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し

た
金
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る

た
金
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る

場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第
四
十
三
条
の
三
第

場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第
四
十
三
条
の
三
第

二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

れ
る
所
得
の
金
額
（
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す

れ
る
所
得
の
金
額
（
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す

る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の

る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の

二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
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の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る

の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る

土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に

土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三

法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三

十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項

十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項

、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三

、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の

第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第

規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所

三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金

得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第

額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す

三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置

る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項

法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、

若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第

第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規

一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三

定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額

の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三

を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定

十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金

す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条

額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五

）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五

三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く

項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用

は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の

、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑

四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則

所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適

第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得

適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る

に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十

和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第

四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項

五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の

定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条

額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三

第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等

規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税

の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
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法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三

年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十

利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を

二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
第
四
十
三
条
の
三
第

い
う
。
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
被

二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶

保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保

養
者
又
は
療
養
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚

護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
被

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶

保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

養
者
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万
五
千

者
を
除
く
。
）

一
万
五
千
円

円

４
～

（
略
）

４
～

（
略
）

10

10
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○

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
八
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

３

第
八
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
全
て
が
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る

六

被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
全
て
が
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る

年
度
（
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

年
度
（
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に

前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に

よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。

よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
係
る
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山

）
に
係
る
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山

林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
五

条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、

条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
四
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

同
条
第
四
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
万
円
」
と
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用

定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
万
円
」
と
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用

し
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
と
し
、
総
所
得
金
額
に
同
法
第
二
十
八
条
第

し
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
と
し
、
総
所
得
金
額
に
同
法
第
二
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金
額

給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金
額

か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
に

は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金

お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金

額
（
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

額
（
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一

に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一

項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金

項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金



- 5 -

額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る

額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る

事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
長
期

事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
長
期

譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六

譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項

号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項

、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条

、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条

第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第

第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が

三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に

あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一

よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た

控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五

金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所

項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条

得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ

十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項

り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控

に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金

除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第

額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式

五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項

第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則

用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十

の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の

五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規

三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額

定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の

（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互

）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非

主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法

課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条

律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十

第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八

用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第

条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条

適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法

約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
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及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第

六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及

十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す

び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
第
十
二

る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て

条
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の

同
じ
。
）
が
な
い
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
療
養
の
あ
つ

被
扶
養
者
又
は
療
養
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ

た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の

も
の
に
該
当
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
（
第
二
号
か
ら
第

被
扶
養
者
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万
五
千
円

五
千
円

４
～

（
略
）

４
～

（
略
）

10

10
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○

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
七
条
の
二

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
額

第
二
十
七
条
の
二

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
額

の
算
定
は
、
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療

の
算
定
は
、
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療

養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ

養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
前
々
年
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
得
に
つ
い
て
行
う

て
は
、
前
々
年
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
得
に
つ
い
て
行
う

も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け

も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け

る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
世
帯
主
で
あ

る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
世
帯
主
で
あ

つ
て
、
同
日
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
年
齢
十

つ
て
、
同
日
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
年
齢
十

九
歳
未
満
の
被
保
険
者
で
同
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十

九
歳
未
満
の
被
保
険
者
で
同
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十

二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
被
保
険

二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
被
保
険

者
の
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

者
の
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た

、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た

金
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合

金
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合

に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ

に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ

る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の

る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た

に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た

額
）
と
す
る
。

額
）
と
す
る
。

一

当
該
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方

一

当
該
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方

税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
。
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
六
号
及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第

含
む
。
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
六
号
及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第

三
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一

三
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区

項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区

分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項

分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項

に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三

に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
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十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条

第
四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

第
四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三

五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ

こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長

り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控

期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税

除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項

法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税

に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の

特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条

四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十

十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ

六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り

れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期

同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除

譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法

す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五

附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第

得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が

三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の

法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三

六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規

項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三

の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引

十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（

に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主

等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る

義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第

第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六

十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項

。
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法

例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及

第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
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び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例

同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に

適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法

伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（

及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
。
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
一
号
に

六
号
。
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
「
租
税
条
約
等
実
施

お
い
て
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
の
二
第

特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す

利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を

る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
六
号
、

い
う
。
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
六
号
、
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
三

第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
三
項
第
六
号
並
び
に
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項

項
第
六
号
並
び
に
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
お
い

第
四
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三

て
同
じ
。
）
の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号

百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
金
額

の
金
額

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
七
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
額
の
算
定
は

第
七
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
額
の
算
定
は

、
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療
養
の
給
付

、
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療
養
の
給
付

を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前

を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前

々
年
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
得
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し

々
年
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
得
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し

、
そ
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属

、
そ
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属

す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
世
帯
主
で
あ
っ
て
、
同

す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
世
帯
主
で
あ
っ
て
、
同

日
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
年
齢
十
九
歳
未
満

日
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
年
齢
十
九
歳
未
満

の
者
で
同
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

の
者
で
同
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金

二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金

額
を
い
い
、
当
該
年
齢
十
九
歳
未
満
の
者
の
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（

額
を
い
い
、
当
該
年
齢
十
九
歳
未
満
の
者
の
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所

得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同

得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た

金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の

金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の

と
す
る
。
）
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除

と
す
る
。
）
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除

対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額

対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額

か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。

か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。

一

当
該
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方

一

当
該
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方

税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
。
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六
号
に

含
む
。
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上

れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
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六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適

六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適

用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地

用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地

等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定

等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定

す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四

第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四

条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第

条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第

三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一

三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定

項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十

の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を

金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十

控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短

五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第

期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し

三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三

く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三

十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の

又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二

適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金

条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控

額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五

除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（

一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は

第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、

、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
又

五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第

は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同

る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第

法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得

四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三

等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が

十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対

後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得

す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号

十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項

）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お

及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
八
条
第

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ

四
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、

。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法

同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に

第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
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お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る

む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租

特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人

税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例

税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
。
第
十
八
条
第
四

四
十
六
号
。
第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
租
税
条
約
等
実
施
特

項
第
一
号
に
お
い
て
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条

例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利

の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二

子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い

項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
第
十
五
条
第
一
項
第
六

う
。
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六
号
並
び
に

号
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六
号
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
か

び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条

ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
金
額

る
控
除
を
し
た
後
の
金
額

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項

第
二
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項

に
お
い
て
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
（
法
第
十
九
条
の
三
第

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
（
法
第
十
九
条
の
三
第

七
項
に
規
定
す
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

七
項
に
規
定
す
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
（
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を

四

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
（
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）

二
千
五
百
円

除
く
。
）

二
千
五
百
円

イ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性

イ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性

特
定
疾
病
児
童
等
及
び
医
療
費
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
、
指
定
小
児

特
定
疾
病
児
童
等
及
び
医
療
費
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
、
指
定
小
児

慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
小
児
慢

慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
小
児
慢

性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に

性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を

あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を

課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
条
例

課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
条
例

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
並
び
に

も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地

同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し

に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
療

く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら

費
支
給
認
定
に
係
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い

か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な

て
同
じ
。
）
又
は
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童

い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」

等
及
び
医
療
費
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係

療
支
援
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を

該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た

も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
医
療

後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令

費
支
給
認
定
保
護
者

で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
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子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が

課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の

賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。

）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
医
療
費
支
給

認
定
保
護
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
医
療
費
支
給
認

定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
及
び
医
療
費
支
給
認
定
基
準
世

帯
員
が
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要

保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

五

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾

五

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の

前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条

収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
第
二
十

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
第
二
十

五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に

五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た

お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た

月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条

月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条

第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条

第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所

第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
当

得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法

該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の

）
を
い
い
、
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
当

規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）

該
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年

か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

に
支
給
さ
れ
た
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規

特
別
児
童
扶
養
手
当
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
を
合
計
し

定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得

た
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者
又
は
医
療
費
支
給
認
定
に
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金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）

係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
及
び
医
療
費
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が

を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。

指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で

）
及
び
当
該
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る

あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お

年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

け
る
当
該
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
（
次
号
及

に
基
づ
く
特
別
児
童
扶
養
手
当
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付

び
第
七
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

千
二
百
五
十
円

を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者
又
は
医
療
費
支

給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
及
び
医
療
費
支
給
認
定
基
準

世
帯
員
が
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要

保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者

（
次
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

千
二
百
五
十
円

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
通

第
二
十
四
条

法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
通

所
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政

所
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政

令
で
定
め
る
額
（
第
二
十
五
条
の
五
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
四
第
四
項

令
で
定
め
る
額
（
第
二
十
五
条
の
五
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
四
第
四
項

に
お
い
て
「
障
害
児
通
所
支
援
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各

に
お
い
て
「
障
害
児
通
所
支
援
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
（
法
第
六
条
の
二
の
二
第
九
項
に
規
定

号
に
掲
げ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
（
法
第
六
条
の
二
の
二
第
九
項
に
規
定

す
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当

す
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
通
所

六

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
通
所

給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
通
所
給
付
決
定
保
護
者

給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
通
所
給
付
決
定
保
護
者

で
あ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

で
あ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
支
給
決

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
支
給
決

定
障
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
特
定
支
給
決
定
障
害
者
（
障
害

定
障
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
特
定
支
給
決
定
障
害
者
（
障
害

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行

令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
十
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
支

令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
十
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
支

給
決
定
障
害
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

給
決
定
障
害
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当



- 16 -

該
特
定
支
給
決
定
障
害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。
）
が
指
定
通
所
支

該
特
定
支
給
決
定
障
害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。
）
が
指
定
通
所
支

援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か

援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か

ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に

ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所

よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所

得
割
を
除
く
。
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
ヘ
及
び
第
二
十
七
条
の
二
第
四

得
割
を
除
く
。
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
ヘ
及
び
第
二
十
七
条
の
二
第
四

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当

こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
並
び
に
同
法
第
二
百
九

該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な

十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し

い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
を

た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令

い
う
。
第
二
十
五
条
の
六
第
二
号
及
び
第
二
十
五
条
の
十
三
第
一
項
に
お

で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子

い
て
同
じ
。
）
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護

で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同

者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て

法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の

被
保
護
者
で
あ
る
場
合
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い

働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
通
所
給
付
決
定

こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と

保
護
者
又
は
全
て
の
負
担
額
算
定
基
準
者
が
無
償
化
対
象
通
所
児
童
で
あ

死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の

る
通
所
給
付
決
定
保
護
者

零

生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い

も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
も
の
と
し

、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有

し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護

者
を
い
う
。
第
二
十
五
条
の
六
第
二
号
及
び
第
二
十
五
条
の
十
三
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
通
所
給
付
決
定

保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
に
お

い
て
被
保
護
者
で
あ
る
場
合
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
通
所
給
付

決
定
保
護
者
又
は
全
て
の
負
担
額
算
定
基
準
者
が
無
償
化
対
象
通
所
児
童

で
あ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者

零

第
二
十
五
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
通
所

第
二
十
五
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
通
所
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給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令

給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令

で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
区
分
に
応

で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

基
準
該
当
通
所
支
援
を
受
け
た
通
所
給
付
決
定
保
護
者

次
の
イ
か
ら

二

基
準
該
当
通
所
支
援
を
受
け
た
通
所
給
付
決
定
保
護
者

次
の
イ
か
ら

ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ

ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ

か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
額

か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
通

ヘ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
通

所
給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
通
所
給
付
決
定
保

所
給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
通
所
給
付
決
定
保

護
者
で
あ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
が
特
定
支
給
決
定
障
害
者
で
あ
る
場

護
者
で
あ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
が
特
定
支
給
決
定
障
害
者
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
支
給
決
定
障
害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
に
限

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
支
給
決
定
障
害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
に
限

る
。
）
が
基
準
該
当
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
基
準
該

る
。
）
が
基
準
該
当
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
基
準
該

当
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は

当
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な

、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な

い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を

い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を

免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に

免
除
さ
れ
た
者
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中

お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場

「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者

合
に
お
け
る
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
を
い
う
。
）
、
通
所
給
付
決

又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

定
保
護
者
及
び
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る

の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻

者
が
基
準
該
当
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
被
保
護
者
で
あ
る
場

を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条

合
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
又
は
全

。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者

て
の
負
担
額
算
定
基
準
者
が
無
償
化
対
象
通
所
児
童
で
あ
る
通
所
給
付

及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若

決
定
保
護
者

零

し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明

ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら

な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の

」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
も
の
と
し

、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
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有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
通
所
給
付
決
定

保
護
者
を
い
う
。
）
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
通
所
給
付
決

定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
基
準
該
当
通
所
支
援
の
あ
つ

た
月
に
お
い
て
被
保
護
者
で
あ
る
場
合
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る
者

で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
又
は
全
て
の
負
担
額
算
定
基
準
者
が
無
償

化
対
象
通
所
児
童
で
あ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者

零

第
二
十
五
条
の
十
三

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
当

第
二
十
五
条
の
十
三

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
当

該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し

該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し

て
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
負
担
上

て
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
負
担
上

限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の

限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ

三

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
六

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
六

月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
、
当
該
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ

同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
、
当
該
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二

条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十
八

条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与

条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、

所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置

当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た

法
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る

額
）
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び

場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（

当
該
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た
特

当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
、

別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
児
童
扶
養
手

所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け

当
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額

る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金

が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者
又
は
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
通
所

額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零

給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ

を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
当
該
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ

た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
（
次
号
に
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に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
児
童
扶
養
手
当
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万
五
千
円

で
定
め
る
給
付
を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者

又
は
通
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の

世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
通
所
支
援
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で

あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一

万
五
千
円

四

（
略
）

四

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

第
二
十
七
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
入

第
二
十
七
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
入

所
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政

所
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政

令
で
定
め
る
額
（
第
二
十
七
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
「
障
害
児
入
所
支
援

令
で
定
め
る
額
（
第
二
十
七
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
「
障
害
児
入
所
支
援

負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
入
所
給
付
決
定
保

負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
入
所
給
付
決
定
保

護
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

護
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
入
所

四

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
入
所

給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
入
所
給
付
決
定
保
護
者

給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
入
所
給
付
決
定
保
護
者

で
あ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
が
特
定
支
給
決
定
障
害
者
で
あ
る
場
合
に
あ

で
あ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
が
特
定
支
給
決
定
障
害
者
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
特
定
支
給
決
定
障
害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。
）
が

つ
て
は
、
当
該
特
定
支
給
決
定
障
害
者
及
び
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。
）
が

指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た

指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た

月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税

月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
並
び
に
同
法
第

し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と

有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
所
給
付
決
定
保

離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者

護
者
を
い
う
。
第
二
十
七
条
の
五
第
二
号
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一

で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
入
所
給
付
決

た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場

定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た
月
に

合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以

お
い
て
被
保
護
者
で
あ
る
場
合
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
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厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
所
給

れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中

付
決
定
保
護
者
又
は
全
て
の
負
担
額
算
定
基
準
者
が
無
償
化
対
象
入
所
児

「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又

童
で
あ
る
入
所
給
付
決
定
保
護
者

零

は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を

「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て

い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
も

の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住

所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
所
給
付
決

定
保
護
者
を
い
う
。
第
二
十
七
条
の
五
第
二
号
及
び
第
二
十
七
条
の
十
三

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
入
所
給

付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た

月
に
お
い
て
被
保
護
者
で
あ
る
場
合
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ

つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入

所
給
付
決
定
保
護
者
又
は
全
て
の
負
担
額
算
定
基
準
者
が
無
償
化
対
象
入

所
児
童
で
あ
る
入
所
給
付
決
定
保
護
者

零

第
二
十
七
条
の
十
三

法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
当

第
二
十
七
条
の
十
三

法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
当

該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し

該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し

て
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
児
入
所
医
療
負
担
上
限
月
額

て
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
児
入
所
医
療
負
担
上
限
月
額

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

定
め
る
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ

三

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
六

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
六

月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
、
当
該
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ

同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
、
当
該
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二

条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十
八

条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与

条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、

所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置

当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
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法
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る

額
）
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び

場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（

当
該
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た
特

当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
、

別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
児
童
扶
養
手

所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け

当
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額

る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金

が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者
又
は
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
入
所

額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零

給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ

を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
当
該
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ

た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
（
次
号
に

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
児
童
扶
養
手
当
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万
五
千
円

で
定
め
る
給
付
を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者

又
は
入
所
給
付
決
定
保
護
者
及
び
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の

世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
入
所
支
援
の
あ
つ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で

あ
る
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一

万
五
千
円

四

（
略
）

四

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）
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○

児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
四
百
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
手
当
の
支
給
を
制
限
す
る
場
合
の
所
得
の
額
の
計
算
方
法
）

（
手
当
の
支
給
を
制
限
す
る
場
合
の
所
得
の
額
の
計
算
方
法
）

第
四
条

法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
九
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す

第
四
条

法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
九
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す

る
所
得
の
額
は
、
そ
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
（
以
下
「
当
該
年
度

る
所
得
の
額
は
、
そ
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
（
以
下
「
当
該
年
度

」
と
い
う
。
）
分
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
税
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に

」
と
い
う
。
）
分
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
税
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
等
に

規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
等
に

係
る
も
の
を
除
き
、
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得

係
る
も
の
を
除
き
、
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得

又
は
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有

又
は
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有

す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合

及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合

計
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合

計
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合

に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
を

に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
を

合
算
し
た
額
を
当
該
給
与
所
得
の
金
額
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雑
所

合
算
し
た
額
を
当
該
給
与
所
得
の
金
額
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雑
所

得
の
金
額
の
合
計
額
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）
、
退
職
所
得
金
額

得
の
金
額
の
合
計
額
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）
、
退
職
所
得
金
額

及
び
山
林
所
得
金
額
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

及
び
山
林
所
得
金
額
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に

る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四

律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四

条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三

条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三

十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又

十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適

は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第

に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た

控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項

金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得

に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四

の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一

第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一

項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の

項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
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規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を

短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税

控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相

の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の

互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法

非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条

律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六

第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第

子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条

四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実

等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す

の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
並
び
に
同
条
第
六
項

る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
並
び
に
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当

に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

等
の
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
総
所
得
金
額
等
合
計
額
」
と

総
所
得
金
額
等
合
計
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
八
万
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る

い
う
。
）
か
ら
八
万
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
九
条
第
一

。
た
だ
し
、
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
が
母
で
あ
る
場
合

項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
が
母
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
総
所
得
金
額

に
あ
つ
て
は
、
総
所
得
金
額
等
合
計
額
及
び
当
該
母
が
そ
の
監
護
す
る
児
童

等
合
計
額
及
び
当
該
母
が
そ
の
監
護
す
る
児
童
の
父
か
ら
当
該
児
童
の
養
育

の
父
か
ら
当
該
児
童
の
養
育
に
必
要
な
費
用
の
支
払
と
し
て
受
け
る
金
品
そ

に
必
要
な
費
用
の
支
払
と
し
て
受
け
る
金
品
そ
の
他
の
経
済
的
な
利
益
に
係

の
他
の
経
済
的
な
利
益
に
係
る
所
得
の
金
額
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金

る
所
得
の
金
額
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
金
額

る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
金
額
）
の
合
計
額
か
ら
八
万
円
を

）
の
合
計
額
か
ら
八
万
円
を
控
除
し
た
額
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
受
給
資

控
除
し
た
額
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
が
父
で
あ
る
場
合
に
あ

格
者
が
父
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
総
所
得
金
額
等
合
計
額
及
び
当
該
父

つ
て
は
、
総
所
得
金
額
等
合
計
額
及
び
当
該
父
が
そ
の
監
護
し
、
か
つ
、
こ

が
そ
の
監
護
し
、
か
つ
、
こ
れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
児
童
の
母
か
ら
当
該

れ
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
児
童
の
母
か
ら
当
該
児
童
の
養
育
に
必
要
な
費
用

児
童
の
養
育
に
必
要
な
費
用
の
支
払
と
し
て
受
け
る
金
品
そ
の
他
の
経
済
的

の
支
払
と
し
て
受
け
る
金
品
そ
の
他
の
経
済
的
な
利
益
に
係
る
所
得
の
金
額

な
利
益
に
係
る
所
得
の
金
額
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満

の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
金
額
）
の
合
計
額
か

れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
金
額
）
の
合
計
額
か
ら
八
万
円
を
控
除
し
た
額
と

ら
八
万
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
前
項
の

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
前
項
の

規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項

三

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
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第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者
（
母
を
除
く
。
）

二
十
七
万
円

第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者
（
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十

一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い

な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と

あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚

姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に
該
当

す
る
所
得
割
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
所
得
割
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
納
税
義
務
者
（
同
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計

所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び
同
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離

婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で

政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た

男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
お
い
て
同
号
に
該
当
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
を
含
む
。
）
（
母
及

び
父
を
除
く
。
）

二
十
七
万
円
（
当
該
控
除
を
受
け
た
者
が
同
法
第
三

十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
（
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号

イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い

者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を

し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
法
第
三
十
四
条
第

三
項
に
該
当
す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
三
十
五
万
円
）

四

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項

（
新
設
）

第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者
（
母
及
び
父
を
除
く
。
）

三
十
五
万
円

五
・
六

（
略
）

四
・
五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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○

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
）

（
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
受

３

母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
受

給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

受
給
資
格
者
及
び
当
該
受
給
資
格
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
母

一

受
給
資
格
者
及
び
当
該
受
給
資
格
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
母

子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
月
の
属
す
る

子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
月
の
属
す
る

年
度
（
四
月
か
ら
七
月
ま
で
に
当
該
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付

年
度
（
四
月
か
ら
七
月
ま
で
に
当
該
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付

金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二

（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二

十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
次
条
第
四
項
第
一
号

十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
次
条
第
四
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
及

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
、

び
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
に
係
る
所
得

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
に
係
る
所
得
が

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る

る
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
地
方

者
及
び
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別

税
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
次
条
第
四
項
第
一
号
に

し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死

お
い
て
同
じ
。
）

月
額
十
万
円
（
第
一
項
の
養
成
機
関
に
お
け
る
課
程

の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ

の
修
了
ま
で
の
期
間
の
最
後
の
十
二
月
に
つ
い
て
は
、
月
額
十
四
万
円
）

ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の

」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当

該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な

い
者
を
除
く
。
次
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

月
額
十
万
円

（
第
一
項
の
養
成
機
関
に
お
け
る
課
程
の
修
了
ま
で
の
期
間
の
最
後
の
十
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二
月
に
つ
い
て
は
、
月
額
十
四
万
円
）

二

（
略
）

二

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
父
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
等
）

（
父
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
等
）

第
三
十
一
条
の
九

（
略
）

第
三
十
一
条
の
九

（
略
）

２

第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

２

第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

の
規
定
は
、
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

の
規
定
は
、
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
八
条
第

母
子
家
庭
高
等
職
業

父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促

第
二
十
八
条
第

母
子
家
庭
高
等
職
業

父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促

三
項
第
一
号

訓
練
促
進
給
付
金

進
給
付
金

三
項
第
一
号

訓
練
促
進
給
付
金

進
給
付
金

第
三
十
一
条

第
三
十
一
条
の
十
に
お
い
て

第
三
十
一
条

第
三
十
一
条
の
十
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
三
十
一
条

準
用
す
る
法
第
三
十
一
条

第
二
百
九
十
二
条
第

第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

一
項
第
十
一
号
イ
中

十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、

「
夫
と
死
別
し
、
若

若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後

し
く
は
夫
と
離
婚
し

婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は

た
後
婚
姻
を
し
て
い

妻

な
い
者
又
は
夫

母
と
な
つ
た
女
子

父
と
な
つ
た
男
子

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
の
計
算
方
法
）

（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
の
計
算
方
法
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
そ
の
所
得
が
生
じ
た

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
そ
の
所
得
が
生
じ
た

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
税
法

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
税
法

第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条

第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山

第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る

林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項

係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
長

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規

期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六

定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（

号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、

当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
同
項
第
二
号
の
規

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一

定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
を
合
算
し
た
額
を
当
該
給
与
所
得
の
金
額
及
び

項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雑
所
得
の
金
額
の
合
計
額
と
し
て
計
算
す
る
も
の

合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定

と
す
る
。
）
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
、
地
方
税
法
附
則
第
三

す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地

十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同

方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租

法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特

税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条

別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十

若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第

五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所

、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三

に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
、
外

る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方

国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に

税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同

特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第

法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五

む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法

条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得

。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
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の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十

得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国

四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関

利
子
等
の
額
並
び
に
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法

合
計
額
か
ら
八
万
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第

十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得

税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四

年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利

子
等
の
額
並
び
に
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
当
の
額
の
合

計
額
か
ら
八
万
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

２

前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
額
か
ら

て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
額
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受

三

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受

け
た
者

二
十
七
万
円

け
た
者
（
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し

、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の

明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら

な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い

が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
て

い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に
該
当
す
る
者
又

は
同
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻

を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る

も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て

、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
お
い
て
同
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
所
得
割
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す

る
所
得
割
を
い
う
。
）
の
納
税
義
務
者
を
含
む
。
）

二
十
七
万
円
（
そ
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の
者
が
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
（
同
項
中
「

第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
寡
婦
の
う
ち
」
と
あ
る

の
を
「
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し

く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か

で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
て
い
な
い

も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て

同
項
に
該
当
す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
三
十
五
万
円
）

四

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控
除

（
新
設
）

を
受
け
た
者

三
十
五
万
円

五

（
略
）

四

（
略
）
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○

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
制
限
す
る
場
合
の
所
得
の
額
の
計
算
方
法

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
制
限
す
る
場
合
の
所
得
の
額
の
計
算
方
法

）

）

第
五
条

法
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
第
九
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る

第
五
条

法
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
第
九
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る

所
得
の
額
は
、
そ
の
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度

所
得
の
額
は
、
そ
の
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度

分
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
税
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所

分
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
税
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所

得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同
法

得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同
法

第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
場
合

第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
場
合

に
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
及
び
同
法

に
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
及
び
同
法

第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら

第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら

十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

と
す
る
。
）
と
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
を
合
算
し
た

と
す
る
。
）
と
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
を
合
算
し
た

額
を
当
該
給
与
所
得
の
金
額
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雑
所
得
の
金
額

額
を
当
該
給
与
所
得
の
金
額
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雑
所
得
の
金
額

の
合
計
額
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林

の
合
計
額
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林

所
得
金
額
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等

所
得
金
額
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等

に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項

六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項

、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第

、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第

一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十

一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規

法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る

定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、

金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（

る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四

し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三

条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三

十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適

十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
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用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第

ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡

一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た

所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第

金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引

三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
、

に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等

よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（

十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項

同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額

含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同

、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に

法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、

む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例

所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二

十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
条
約
適

第
四
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
並
び
に
同
条
第
六
項
に
規
定
す

用
利
子
等
の
額
並
び
に
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の

る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
八
万
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

合
計
額
か
ら
八
万
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

２

次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
前
項

２

次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
前
項

の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一

三

前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一

項
第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
二
十
七
万
円

項
第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者
（
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て

い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」

と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に

婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に
該

当
す
る
所
得
割
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
所
得
割
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
納
税
義
務
者
（
同
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合

計
所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
同
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と

離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者

で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ

た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場

合
に
お
い
て
同
号
に
該
当
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
を
含
む
。
）
に
つ
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い
て
は
、
二
十
七
万
円
（
当
該
控
除
を
受
け
た
者
が
同
法
第
三
十
四
条
第

三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
（
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫

と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫

の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚

姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な

い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
法
第
三
十
四
条
第
三
項
に
該

当
す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
三
十
五
万
円
）

四

前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一

（
新
設
）

項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
三
十
五
万

円
五
・
六

（
略
）

四
・
五

（
略
）
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○

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象

同
項
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給

付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び
第
七
項
第
一
号
に

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び
第
七
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所

二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所

得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同

三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同
法
第
三
十

じ
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十

五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

に
は
、
当
該
給
与
所
得
及
び
当
該
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
合
計
額
に
つ

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十

い
て
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
及
び

五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計

該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
以
下
同

額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

じ
。
）
と
す
る
。

零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四

条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三

十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又

は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
（
第
四
項
第
一
号
及
び
第
三
十

八
条
第
一
項
第
六
号
イ
に
お
い
て
「
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の

適
用
が
あ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控

除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合

に
は
、
零
と
す
る
。
第
五
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。
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２

前
項
の
特
別
控
除
額
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若

２

前
項
の
特
別
控
除
額
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三

し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三

十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、

十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又

第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一

は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期

条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び

譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一

同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一

第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定

項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

３

（
略
）

３

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
百
六
十
万
円
と
す

る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

４

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
（
法
第
九
条
第

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
（
法
第
九
条
第

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の

属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て

属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て

、
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の

、
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号

定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
同
年
の

）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を

合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三

す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十

十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
三
百

給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額

四
十
六
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が
い

（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
八
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控

除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に

よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を

控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

、
零
と
す
る
。
第
七
項
第
一
号
、
次
条
第
七
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
三

項
第
一
号
及
び
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
七
項
、
第
三
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十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
並
び
に
第
三
十
九

条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
イ
及
び
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
か

ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得

た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

の
合
計
額
が
三
百
四
十
六
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一

号
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
八
十
万
円
）
に
満
た
な

い
場
合

二
・
三

（
略
）

二

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
が
当
該
介
護
給

付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
介
護
給
付
対
象
サ

ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の

規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の

規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三

号
ヘ
並
び
に
第
七
項
第
一
号
ヘ
及
び
第
二
号
ヘ
並
び
に
附
則
第
二
十
一
条

第
一
項
第
三
号
イ
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
を
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合

三

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
が
当
該
介
護
給

付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
に
お
い
て
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
（
以
下
「

被
保
護
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

５
～
７

（
略
）

５

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
介
護
給
付
対
象

サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と
す
る
。

６

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
二
百
二
十
万
円
と

す
る
。

７

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す

る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当

該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十



- 36 -

五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計
額
が
四

百
六
十
三
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
百
四
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二

第
四
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
二
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
二
十
二
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定

基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ

か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

定
め
る
額

定
め
る
額

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い

ヘ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い

て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び

て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び

全
て
の
世
帯
員
が
当
該
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
分
の
地
方
税

全
て
の
世
帯
員
が
当
該
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
。
次
項
第
一
号
ヘ
及
び
第
二
号
ヘ
並
び
に
附
則
第
二
十
一
条
第
一

含
む
。
次
項
第
一
号
ヘ
及
び
第
二
号
ヘ
並
び
に
附
則
第
二
十
一
条
第
一

項
第
三
号
イ
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

項
第
三
号
イ
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を

行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の

二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
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そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定

そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定

す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第

す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第

四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十

四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十

、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項

り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た

控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第

金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡

五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十

第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十

四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の

又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十

の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額

の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第

を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規

三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等

定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十

の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第

の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項

十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附

適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る

則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の

の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が

二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に

、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非

対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八

和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条

条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同

に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第

法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に

十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の

む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
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額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規

三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条

定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約

第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
な
い
者

十
九
万
円
（

）
が
な
い
者

十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保

計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保

険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が

険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予

っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場

防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。

合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。
）

）

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

10

10

（
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

（
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

第
三
十
八
条

各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
係
る
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項

第
三
十
八
条

各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
係
る
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
基
準
額
に
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
基
準
額
に
当
該
年
度
分
の
保
険
料
の

賦
課
期
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ

賦
課
期
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
標
準
割
合
（
市
町
村
が
保
険
料
を
賦
課
す
る

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
標
準
割
合
（
市
町
村
が
保
険
料
を
賦
課
す
る

場
合
に
通
常
よ
る
べ
き
割
合
で
あ
っ
て
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

場
合
に
通
常
よ
る
べ
き
割
合
で
あ
っ
て
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
保
険
料
収
納
必
要
額
を
保
険
料
に
よ
り
確
保
す
る
こ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
保
険
料
収
納
必
要
額
を
保
険
料
に
よ
り
確
保
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
が
次
の
各
号
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
被
保
険
者

と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
が
次
の
各
号
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
被
保
険
者

数
の
見
込
数
等
を
勘
案
し
て
設
定
す
る
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
こ

数
の
見
込
数
等
を
勘
案
し
て
設
定
す
る
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

と
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

十
分
の
十
二

六

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

十
分
の
十
二

イ

当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（

イ

当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得

基
準
所
得
金
額
未
満
で
あ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に

金
額
を
い
い
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場

も
該
当
し
な
い
も
の

合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
次
号
イ
及
び
第
八
号
イ
並
び
に

次
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
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号
イ
及
び
第
九
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
所
得
金
額
未
満
で
あ

る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

附

則

附

則

（
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準

の
特
例
）

第
二
十
三
条

第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
二
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地

（
新
設
）

方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を

い
う
。
）
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
が
含
ま
れ
て

い
る
者
の
令
和
三
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
三
十
八

条
第
一
項
（
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
及
び
第
八
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
六
号
イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
及
び
第

九
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八

条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
合
計
所
得
金
額
を
い
い
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計

所
得
金
額
を
い
い
、
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得

及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
合

計
額
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た

金
額
及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金

額
の
合
計
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場

合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
」
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
令
和
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「

令
和
三
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
令
和
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
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「
令
和
四
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、

第
二
十
二
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象

同
項
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
介
護
給
付
対
象

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
給

付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び
第
七
項
第
一
号
に

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
及
び
第
七
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所

二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所

得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同

三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
又
は
同
法
第
三
十

じ
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十

五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

に
は
、
当
該
給
与
所
得
及
び
当
該
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
合
計
額
に
つ

の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十

い
て
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
及
び

五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計

該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
以
下
同

額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

じ
。
）
と
す
る
。

零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四

条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三

十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又

は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
（
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「

租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に

は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当

該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
五
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
す
る
。
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２

前
項
の
特
別
控
除
額
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若

２

前
項
の
特
別
控
除
額
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三

し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三

十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、

十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又

第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一

は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期

条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び

譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一

同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一

第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定

項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

４

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
（
法
第
九
条
第

一

介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
第
一
号
被
保
険
者
（
法
第
九
条
第

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の

属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て

属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
全
て
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て

、
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の

、
当
該
介
護
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号

定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
同
年
の

）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を

合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三

す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十

十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
七
項
第
一
号
及
び
次
条
第
七
項

給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
三
百
四
十
六
万
円
（
当
該
世
帯
に
他
の

（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
八

が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控

十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に

よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を

控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

、
零
と
す
る
。
第
七
項
第
一
号
及
び
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か

ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得

た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
七
項
第
一
号
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及
び
次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
三
百
四
十
六
万
円
（

当
該
世
帯
に
他
の
世
帯
員
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二
百
八
十
万
円
）
に
満
た
な
い
場
合

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
二
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
二
十
二
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定

基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ

か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に

定
め
る
額

定
め
る
額

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い

ヘ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い

て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び

て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び

全
て
の
世
帯
員
が
当
該
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
分
の
地
方
税

全
て
の
世
帯
員
が
当
該
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
分
の
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
。
次
項
第
一
号
ヘ
及
び
第
二
号
ヘ
並
び
に
附
則
第
二
十
一
条
第
一

含
む
。
次
項
第
一
号
ヘ
及
び
第
二
号
ヘ
並
び
に
附
則
第
二
十
一
条
第
一

項
第
三
号
イ
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

項
第
三
号
イ
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を

行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
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二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定

そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定

す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第

す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第

四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十

四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十

、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項

り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た

控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第

金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡

五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は

三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十

第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十

四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の

又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十

の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額

の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第

を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規

三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等

定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十

の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第

の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項

十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附

適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る

則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の

の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が

二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に

、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非

対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八

和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条

条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同

に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第

法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に

十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
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お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の

む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に

額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規

三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条

定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約

第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
な
い
者

十
九
万
円
（

）
が
な
い
者

十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保

計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保

険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が

険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予

っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場

防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。

合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。
）

）

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

10

10
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○

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
（
抄
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

第
十
七
条

法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
支
給
決
定
障
害

第
十
七
条

法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
支
給
決
定
障
害

者
等
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額

者
等
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額

（
第
四
十
三
条
の
五
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
負
担
上
限
月
額
」
と

（
第
四
十
三
条
の
五
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
負
担
上
限
月
額
」
と

い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、

い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

支
給
決
定
障
害
者
等
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に

四

支
給
決
定
障
害
者
等
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
者
（
支
給
決
定
障
害
者
等
（
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

属
す
る
者
（
支
給
決
定
障
害
者
等
（
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
に
限
り
、
指
定
障
害
者
支

同
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
に
限
り
、
指
定
障
害
者
支

援
施
設
等
に
入
所
す
る
者
（
二
十
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
及
び
療
養
介

援
施
設
等
に
入
所
す
る
者
（
二
十
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
及
び
療
養
介

護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
二
十
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
を
除

護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者
（
二
十
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
を
除

く
。
以
下
「
特
定
支
給
決
定
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

く
。
以
下
「
特
定
支
給
決
定
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

配
偶
者
に
限
る
。
）
が
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す

配
偶
者
に
限
る
。
）
が
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す

る
年
度
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま

る
年
度
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま

で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町

で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町

村
民
税
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除

村
民
税
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
九
条
第
二
号
ニ
、
第
三
十
五
条
第
三
号
、
第
四

く
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
九
条
第
二
号
ニ
、
第
三
十
五
条
第
三
号
、
第
四

十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
三
第
二
号
、
第
四
十
三
条

十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
三
第
二
号
、
第
四
十
三
条

の
四
第
五
項
第
二
号
及
び
第
四
十
三
条
の
五
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
四
第
五
項
第
二
号
及
び
第
四
十
三
条
の
五
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町

を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町

村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課

村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一

期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ

号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な

る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
又
は
支
給
決
定
障
害
者
等
及

い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ

び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
障
害
福

る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
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祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
被
保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和

を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第

二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者

一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
要
保
護
者
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す

の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同

る
要
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省

法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻

令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等

と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い

零

者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な

つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た

場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税

が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の

賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
又
は
支
給
決
定
障
害
者

等
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
被
保
護
者
（
生
活
保
護
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保

護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
要
保
護
者
（
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
決
定
障
害

者
等

零

（
法
第
三
十
条
第
三
項
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

（
法
第
三
十
条
第
三
項
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

第
十
九
条

法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
の
家

第
十
九
条

法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
の
家

計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の

計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

各
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
支
給
決
定
障
害
者
等

次
の

二

基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
支
給
決
定
障
害
者
等

次
の

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

支
給
決
定
障
害
者
等
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯

ニ

支
給
決
定
障
害
者
等
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
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に
属
す
る
者
（
特
定
支
給
決
定
障
害
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
配
偶
者
に

に
属
す
る
者
（
特
定
支
給
決
定
障
害
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
配
偶
者
に

限
る
。
）
が
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年

限
る
。
）
が
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年

度
（
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま

度
（
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま

で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市

で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市

町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町

り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条

村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者

第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後

を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
又
は
支

婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で

給
決
定
障
害
者
等
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属

定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子

す
る
者
が
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
被
保

で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に

護
者
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等

零

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ

れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号

中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い

者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ

る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚

姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

る
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
又
は
支
給
決
定
障
害
者
等
及
び
当
該
支
給

決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
被
保
護
者
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る

者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等

零

（
指
定
自
立
支
援
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

（
指
定
自
立
支
援
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
の

第
三
十
五
条

法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
の

家
計
の
負
担
能
力
、
障
害
の
状
態
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定

家
計
の
負
担
能
力
、
障
害
の
状
態
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定

め
る
額
（
附
則
第
十
三
条
に
お
い
て
「
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、

め
る
額
（
附
則
第
十
三
条
に
お
い
て
「
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
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法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
の
種
類

法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
の
種
類

ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
及
び

三

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
及
び

支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
、
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る

支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
、
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る

年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合

年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を

に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を

課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村

課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村

民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期

民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号

日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る

イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い

場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

。
）
又
は
そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員

の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を

が
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ

し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一

っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

給
認
定
障
害
者
等
（
次
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
千

規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法

円

第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と

離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者

で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ

た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場

合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が

課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦

課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
及
び
支
給
認
定
基
準
世

帯
員
が
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者

で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
支
給
認
定
障
害
者
等
（
次
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
千
円

四

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
自
立
支
援
医
療
の

四

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
自
立
支
援
医
療
の



- 50 -

あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
が
一

あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
が
一

月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号

月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和

に
お
い
て
同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公

的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該
指
定
自
立
支
援

的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該
指
定
自
立
支
援

医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第

医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は

法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に

、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租

つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三

除
し
て
得
た
額
）
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す

の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控

る
。
）
及
び
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年

除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回

に
支
給
さ
れ
た
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に

る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
所
得
税
法
第
三
十
五

基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
を
合
計

条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、

し
た
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者
又
は
そ
の
支
給
認
定
に

当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た

係
る
障
害
者
等
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ

額
と
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

、
零
と
す
る
。
）
及
び
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る

る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
（
次
号
に

年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
千
五
百
円

一
号
）
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給

付
を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者
又
は
そ
の
支

給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
指
定
自
立
支
援

医
療
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等

（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
千
五
百
円

五

（
略
）

五

（
略
）

（
指
定
療
養
介
護
医
療
等
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

（
指
定
療
養
介
護
医
療
等
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

第
四
十
二
条
の
四

法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

第
四
十
二
条
の
四

法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
当
該
支
給
決
定
障
害
者
の
家
計

準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
当
該
支
給
決
定
障
害
者
の
家
計

の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項
及
び

の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項
及
び
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附
則
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の

附
則
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
（
法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
七
十
一
条

各
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
（
法
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第
七
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
支

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
支

給
決
定
障
害
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て

給
決
定
障
害
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
支
給
決
定
障
害
者
及
び
当
該
支
給
決
定

二

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
支
給
決
定
障
害
者
及
び
当
該
支
給
決
定

障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
特
定
支
給
決
定
障
害
者
に
あ
っ
て

障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
特
定
支
給
決
定
障
害
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。
）
が
指
定
療
養
介
護
医
療
等
（
指
定
障
害
福

は
、
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。
）
が
指
定
療
養
介
護
医
療
等
（
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
い
う
。
）
か
ら
受
け
た
当
該
指
定
に
係
る
療

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
い
う
。
）
か
ら
受
け
た
当
該
指
定
に
係
る
療

養
介
護
医
療
又
は
基
準
該
当
事
業
所
（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
に

養
介
護
医
療
又
は
基
準
該
当
事
業
所
（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
に

規
定
す
る
基
準
該
当
事
業
所
を
い
う
。
）
若
し
く
は
基
準
該
当
施
設
か
ら

規
定
す
る
基
準
該
当
事
業
所
を
い
う
。
）
若
し
く
は
基
準
該
当
施
設
か
ら

受
け
た
法
第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
を

受
け
た
法
第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
療
養
介
護
医

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
療
養
介
護
医

療
等
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度

療
等
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度

）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町

）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施

並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、

行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支

若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明

給
決
定
障
害
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
支
給
決
定
障
害

ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な

者
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
療
養

い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と

介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生

読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
決
定
障

分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町

害
者
（
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
万
四
千
六
百
円

村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し

て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の

」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現

に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
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る
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当

該
支
給
決
定
障
害
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
支
給
決
定

障
害
者
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定

療
養
介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
決

定
障
害
者
（
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
万
四
千
六

百
円

三

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
療
養
介
護
医
療
等

三

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
療
養
介
護
医
療
等

の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
療
養
介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月

の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
療
養
介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月

が
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ

が
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
、
当
該
指
定
療

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
、
当
該
指
定
療

養
介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地

養
介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地

方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額

方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額

（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に

（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受

つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

け
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る

金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円

、
零
と
す
る
。
）
及
び
当
該
指
定
療
養
介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す

を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。

る
年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た
国
民
年
金
法
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
そ
の

）
に
よ
る
も
の
と
し
、
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的

他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額
が
八
十

年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同

万
円
以
下
で
あ
る
者
又
は
支
給
決
定
障
害
者
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者

項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）
を
い
い
、
当

と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
指
定
療
養
介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月
に
お

該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
当
該

い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該

指
定
療
養
介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た

当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
決
定
障
害
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除

国
民
年
金
法
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

く
。
）

一
万
五
千
円

る
給
付
を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者
又
は
支

給
決
定
障
害
者
及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者

が
指
定
療
養
介
護
医
療
等
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ
る
者
で

あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

支
給
決
定
障
害
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

一
万
五
千
円
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四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
補
装
具
費
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

（
補
装
具
費
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

第
四
十
三
条
の
三

法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
補
装
具
費
支
給

第
四
十
三
条
の
三

法
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
補
装
具
費
支
給

対
象
障
害
者
等
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で

対
象
障
害
者
等
の
家
計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で

定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
（
同
条

定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
（
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

第
一
項
に
規
定
す
る
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ

及
び
第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
及
び
当

二

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
及
び
当

該
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
補
装
具

該
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
補
装
具

費
支
給
対
象
障
害
者
等
（
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
障
害
者

費
支
給
対
象
障
害
者
等
（
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
障
害
者

に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。
）
が
補
装
具
の
購
入

に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
配
偶
者
に
限
る
。
）
が
補
装
具
の
購
入

等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
補
装
具
の
購
入
等
の
あ
っ
た
月
が
四
月

等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
補
装
具
の
購
入
等
の
あ
っ
た
月
が
四
月

か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定

か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定

に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ

に
よ
る
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該

ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十

市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い

二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た

者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者

後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で

等
を
い
う
。
）
又
は
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
及
び
当
該
補
装
具
費

定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で

支
給
対
象
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
補
装
具
の
購
入
等
の

あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法

あ
っ
た
月
に
お
い
て
被
保
護
者
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て

第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
補
装
具

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ

費
支
給
対
象
障
害
者
等

零

と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死

別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生

死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に

よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も

の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
も
の
と
し
、

当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し

な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
補
装
具
費
支
給
対
象
障

害
者
等
を
い
う
。
）
又
は
補
装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
及
び
当
該
補
装

具
費
支
給
対
象
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
補
装
具
の
購
入

等
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
被
保
護
者
若
し
く
は
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ

っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
補

装
具
費
支
給
対
象
障
害
者
等

零
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○

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
条
の
四
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
場
合
及
び
市
町
村
民
税
を
課

（
法
第
三
十
条
の
四
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
場
合
及
び
市
町
村
民
税
を
課

さ
れ
な
い
者
に
準
ず
る
者
）

さ
れ
な
い
者
に
準
ず
る
者
）

第
十
五
条
の
三

（
略
）

第
十
五
条
の
三

（
略
）

２

法
第
三
十
条
の
四
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市

２

法
第
三
十
条
の
四
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市

町
村
民
税
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除

町
村
民
税
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
課
さ
れ
な
い
者
に
準
ず
る
者
は
、

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
課
さ
れ
な
い
者
に
準
ず
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

保
護
者
及
び
当
該
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
っ
て
、
市

一

保
護
者
及
び
当
該
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次

町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

に
掲
げ
る
も
の

り
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
も
の

（
削
る
）

イ

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

（
削
る
）

ロ

地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し

、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死

の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に

よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て

い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。

）
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五

条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
及

び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し

く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら

か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な

い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い

が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
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て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者

二

（
略
）

二

（
略
）
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○

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
特
定
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

（
指
定
特
定
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

第
一
条

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
負

う
。
）
第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
負

担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認
定
（
法
第
七

担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認
定
（
法
第
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
指
定

条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
指
定

難
病
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

難
病
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
に

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
（
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を

四

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
（
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）

五
千
円

除
く
。
）

五
千
円

イ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患

イ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患

者
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
、
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属

者
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
、
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属

す
る
年
度
（
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場

す
る
年
度
（
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該

税
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該

市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税

市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
並
び
に
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項

の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く

第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を

。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患

し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る

者
又
は
そ
の
保
護
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
支
給
認

も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ

定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
指
定
特

て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第

定
医
療
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十

二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い

い
う
。
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚

こ
と
と
な
る
者
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
妻
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生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
認

と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は

定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者

妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を

「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し

て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を

含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施

行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
を
い
う
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
及

び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要

保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該

当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又

は
そ
の
保
護
者

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

五

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ

五

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
六

た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
六

月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法

同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を
い
う
。
）
、
当
該
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る

の
収
入
金
額
を
い
う
。
）
、
当
該
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る

年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十

年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十

三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規

定
す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条

定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十

金
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
を
い
い
、

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
当
該
指
定
特
定

控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円

医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た
国
民
年
金
法
（
昭

を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。

和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
そ
の
他
の

）
に
よ
る
も
の
と
し
、
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
的

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
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年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同

以
下
で
あ
る
者
又
は
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
及
び
支
給
認

項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）
を
い
い
、
当

定
基
準
世
帯
員
が
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
で
あ

該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
当
該

る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
に
支
給
さ
れ
た
国
民
年

る
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
次
号

金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金

及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
千
五
百
円

そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
を
合
計
し
た
金
額
の
合
計
額
が

八
十
万
円
以
下
で
あ
る
者
又
は
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
及

び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
が
指
定
特
定
医
療
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保

護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護

者
（
次
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
千
五
百
円

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


